
議案第１７号 

 

向日市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正につい 

て 

 

 向日市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例

を制定する。 

 よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

  令和４年２月２４日提出 

 

                  向日市長 安 田  守 
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条例第  号 

向日市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する 

条例 

 向日市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４１年条例第１ 

９号）の一部を次のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改   正 現   行 

（服務規律） （服務規律） 

第８条 団員は、団長の招集によつて出動し、職

務に従事するものとする。なお、招集を受けな

い場合であつても、災害（水火災又は地震等の

災害をいう。以下同じ）の発生を知つたとき 

は、あらかじめ指定するところに従い直ちに出

動し、職務に従事しなければならない。 

第８条 団員は、団長の招集によつて出動し、職

務に従事するものとする。なお、招集を受けな

い場合であつても、水火災その他の災害      

                      の発生を知つたとき

は、あらかじめ指定するところに従い直ちに出

動し、職務に従事しなければならない。 

（報酬） （報酬） 

第１２条 団員には、別表第１に定める年額報酬

を支給する。ただし、年の途中において新たに

団員となつた者又は休団若しくは退職した者

には、月割計算により支給する。 

第１２条 団員には、別表第１に定める    報酬

を支給する。ただし、年の途中において新たに

団員となつた者又は休団若しくは退職した者

には、月割計算により支給する。 

２ 団員が、災害、警戒、訓練等の職務に従事す

る場合においては、別表第２に定める出動報酬

を支給する。 

 

（費用弁償） （費用弁償） 

第１３条 第１３条 団員が、災害、警戒、訓練等の職務に

従事する場合においては、別表第２に定める費

用弁償を支給する。 

                  団員が公務のため旅行

した場合は、費用弁償として旅費を支給する。 

２ 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行 

した場合は、費用弁償として旅費を支給する。 

２   略 ３   略 

（報酬及び費用弁償の支給期日） （報酬及び費用弁償の支給期日） 

第１４条 年額報酬の支給期日は、毎年３月２０

日から３月３１日までとする。 

第１４条 報酬    の支給期日は、毎年３月２０

日から３月３１日までとする。 

２ 出動報酬及び費用弁償の支給期日は、別に定

める。 

２ 費用弁償            の支給期日は、別に定

める。 
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別表第１ 別表第１ 

年額報酬 年報酬  

 

階級 金額 階級 金額 

団長 ８２，５００

円  

副分団長 ４５，５００

円

副団長 ６９，０００

円  

班長 ３７，０００

円

分団長 ５０，５００

円  

団員 ３６，５００

円
 

階級 金額 階級 金額 

団長 ２１４，００

０円 

副分団長 ７４，０００

円

副団長 １７０，００

０円 

班長 ６０，０００

円

分団長 １００，００

０円 

団員 ５２，０００

円
 

 

別表第２を次のように改める。 

別表第２ 

出動報酬 

区分 支給額 

災害 １日つき ８，０００円

警戒又は訓練 １日につき４時間以内

の場合 ４，０００円 

１日につき４時間を超

える場合 ８，０００円

附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 


